
 

 

 

 

審査請求人        審査庁（開発審査会）       処分庁（川崎市） 

 

審査請求の提起 

 

審査請求書（副本）の 

送付・弁明書の提出要求 

 

                                            弁明書の提出 

 

弁明書(副本)の送付 

 

反論書の提出 

 

               公 開 口 頭 審 理              

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                         裁決書謄本の送付 

 

                   

 

 

〔注〕裁決があるまでは審査請求は取下げ可能 

※裁決 

① 審査請求が不適法→却下の裁決 

② 審査請求が理由がないとき→棄却の裁決 

③ 審査請求が理由があるとき→処分庁に対し、当該処分の全部又は一部を取り消

す旨の裁決 

開発審査会への審査請求フロー 
行政不服審査法：関係条文（抜粋）

 

§14① 審査請求は、処分があっ

たことを知った日の翌日から起算

して60日以内にしなければならな

い。 

§22① 審査庁は、審査請求を受

理したときは審査請求書の副本を

処分庁に送付し、相当の期間を定

めて、弁明書の提出を求めること

ができる。 

§22⑤ 処分庁から弁明書の提出

があったときは、審査庁は、その

副本を審査請求人に送付しなけれ

ばならない。 

§23 審査請求人は、弁明書の副

本の送付を受けたときは、これに

対する反論書を提出することがで

きる。 

§25 審査請求の審理は、書面に

よる。→都計法§50③に従う。 

§40 審査庁の裁決※右図参照。 

§41① 裁決は、書面で行い、か

つ理由を附し、審査庁がこれに記

名押印しなければならない。 

§42① 裁決は、審査請求人に送

達することによって、その効力を

生ずる。 

§42② 裁決の送達は、送達を受

けるべき者に裁決書の謄本を送付

することによって行う。 

§42④ 審査庁は、裁決書の謄本

を参加人及び処分庁に送付しなけ

ればならない。 

§39 審査請求人は、裁決があるま

では、いつでも審査請求を取り下

げることができる。 

都市計画法： 

関係条文（抜粋） 

 

§50① 第 29 条～の

規定に基づく処分に

不服がある者は、開発

審査会に対して審査

請求をすることがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§50③ 開発審査会

は、裁決を行う場合に

おいては、あらかじ

め、審査請求人、処分

庁その他の関係人又

はこれらの者の代理

人の出頭を求めて、公

開による口頭審理を

行わなければならな

い。 

 


